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新型コロナワクチンの副反応疑い死につ

いて語ろうとすると、とても窮屈な空気

につつまれる。遺族は強い衝撃を受けて

いる。なぜ、どうして、ああすればよか

った、こうすればよかった、と悩み苦し

む。 

 そうした事実をもとに語ろうとして

も、友人でさえ「危険さをあおって、反

ワクチン団体の陰謀論に加わるの？ 接種

は国や専門家が推奨しているよ」と色眼

鏡で見る。反ワクチン派は「それみろ、

接種は悪だ。絶対に打たせるな」と全否定していきり立つ。 

 接種の判断は、小児はともかく、成人は本人の意思にかかっている。利益とリスクを勘

案して本人が決めれば、他人がとやかく言う問題ではない。利益とリスクを見極めるため

に副反応の客観的な情報が必要なのだ。が、反ワクチン団体のなかには接種イコール悪と

決めつけ、接種会場に乗り込み、妨害する集団まで現れた。主宰者は警視庁公安部に逮捕

されている。暴論は排除されるだけだ。 

ただ、副反応疑いについては、客観的情報が不足している。だから現実に被害を受け、肉

親を失った遺族が孤立する。そもそも副反応疑い死を減らすにはどうしたらいいかという

本質的な科学論議も起きてこない 

■死亡例を「無過失予防接種事故」と呼んで放置した過去 

 1994年に予防接種法が改正され、接種が国民の「努力義務」に変わる以前の「義務」

だった時代、副反応被害に国は冷淡だった。接種後に子どもが亡くなっても「特異体質」

のひと言でおしまい。死亡例を「無過失予防接種事故」と呼んで放置した。 

 そうした状態で子どもを亡くした親や、子どもに重い障害が残った親たちが団結して立

ち上がり、国を相手に集団訴訟を起こす。その過程で「健康被害救済制度」ができた。集

団訴訟が被害者側の勝利で終わるまで 26年もの歳月を要したが、健康被害救済制度とい

う救いの綱は残された。今回の副反応被害でも、まずはこの制度を活用するのが先決だろ

う。 

手続きはこうだ。被害者や遺族は、市区町村の窓口の健康被害調査委員会に書類や資料を

そろえて補償を申請する。自治体の委員会は、予防接種と健康被害の状況を医学的立場か

ら判断する資料を迅速・正確に収集し、必要な検査などの助言も行う。書類と資料が整え

ば都道府県を経由して厚生労働省に進達。一件ずつ審査会で認否が審議される。 

 審査会で「認定しない」「一時金等を支給しない」と決まっても、不服であれば、行政

の処分に対する「審査請求」を出して再度、救済への道を探れる。審査請求も認められな

ければ、「不支給の取り消し」などを目的とした「行政訴訟」を起こすこともできる。過

去には行政訴訟で、健康被害救済を勝ち取った被害者たちもいる。そこで重要になるのは

接種と死亡の因果関係を法的に判断する「白木 3基準」という考え方だ。 


